
                                              

令和８年２月８日執行 

第 51回衆議院議員総選挙及び 

第 27回最高裁判所裁判官国民審査 

 

公営ポスター掲示場 設置位置図 

 

 
那覇市選挙管理員会 
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ガードレール ガードレール

ガードレール ガードレール

①　車道側ガードレールに設置されている場合

②　歩道側ガードレール、駐車場がない場所に設置されている場合

　

ポスター掲示場でポスターを貼る際の注意事項について

ポスター掲示場

ポスター掲示場
歩 道 歩 道

安全対策、交通の妨げ防止に
配慮しポスター貼りをお願い
いたします。

・歩道側や駐車場がない場所でポスターを貼る際は停車位置にカラーコーンを立て

る、人を配置するなどして、市民の交通の妨げにならないように配慮してポスター貼
りをお願いします。

・車道側のポスター掲示場設置場所でポスターを貼る際は停車位置にカラーコーン

を立てる、走っている車を誘導する人などを配置するなどして交通の妨げにならな

いこと、安全に配慮してポスター貼りをお願いします。
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